
令和４年鳥取県柔道選手権大会・鳥取県女子柔道選手権大会  

兼全日本柔道選手権大会・全日本女子柔道選手権大会中国地区大会予選会実施要項  

 

１．期   日  令和４年２月６日（日）午前１０時～  

２．会   場  倉吉武道館  

       〒 682-0822鳥取県倉吉市葵町  ℡０８５８－２２－５６７４  

３．主   催  鳥取県柔道連盟  

４．主   管  鳥取県柔道連盟中部支部  

５．参加選手  日本国籍を有し、県内に居住・勤務・在学のいずれかの条件を満たし、

鳥取県柔道連盟を通して 2021年度全日本柔道連盟登録をしている者。県

外の大学等に在学中で、 2022年度から鳥取県内で就職予定の者。（女子

は全国大会当日、中学２年生以上）  

６．試合細則  

（１）審判規定：国際柔道連盟試合審判規定による。  

（２）試合時間：４分間とする。  

（３）試合形式：ト－ナメント方式とする。  

（４ ）判 定 基準 ：「 一本 」「 技 あり 」と する 。技 に よる 得点 差が ない 場 合は 、延 長戦

（ゴールデンスコア）により勝敗を決する。  

（５ ）服   装 ：柔 道衣 は白 色 とし 、全 柔連 柔道 衣 規格 に合 格し た柔 道 衣（ 上衣 、下

穿き（赤枠ラベル）、帯）とし、所定のゼッケンをつけること。  

７．組み合わせ抽選  鳥取県柔道連盟事務局において行なう。  

８．表   彰   優勝・準優勝・第３位・第４位を表彰する。なお、選手権、女子選手

権上位４位までの者は本県代表として、中国地区選手権大会（令和４年

３月６日岡山県開催予定）に出場するものとする。  

９ . 申し込み  申し込み用紙に必要事項を記入し令和４年１月１７日（月）１７時まで

に申し込むこと。必着、以後は認めない。  

10．申  込  先  鳥取県柔道連盟事務局  

〒６８０－１１９２  鳥取市下味野７１９（鳥取刑務所内）  

田口  英和  宛   

        ＴＥＬ  ０８５７－５３－４１９１（勤務先）  

ＦＡＸ  ０８５７－３７－４０１３（勤務先）  

※なるべくＥメールでの申し込みをお願いします。  

申込先メールアドレス    eito-momo@wi.kualnet.jp 

県柔連ＨＰ   http://www.torisupo.com/judo/ 

11．参  加  料  1,000円  （大会当日会場で納入お願いします。）  

12．そ  の  他   

（１）脳しんとうについて  

大会 1ヶ月以内に受傷した者は脳神経外科の診察を受けて出場の許可を得る。  

大会中に受傷した者は継続して大会に出場することは不可とする  

練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け許可を得る。  

当 該 選 手 の 指 導 者 は 大 会 事 務 局 及 び 全 柔 連 に 対 し て 書 面 に よ り 事 故 報 告 書 を 提 出

すること。  



（２）新型コロナウイルス感染症対策について  

  ①本大会は無観客での開催とする。  

  ②会場入場者は大会役員（審判員、救護係含む）、選手、選手１人に対して監督又

はコーチ１名及び打ち込み要員１名までとする。  

  ③上記②による会場入場者は、大会前２週間の健康状態が良好（発熱や咳・咽頭痛

などの症状がない）であり、その状態について記入してある健康記録表（別添様

式１）を提出した者のみ入場を許可する。※以下の場合は入場を許可しない。  

   ・同居家族や身近な知人等に感染が疑われる方がいる場合。  

   ・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。  

  ④健康記録表（別添様式１）は、会場受付で提出し、検温を実施する。検温を実施

した際、３７℃以上の場合は入場を許可しない。  

  ⑤健康記録表（別添様式１）は、大会事務局が管理し、２か月間保管する。本記録

表に記入頂いた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の

把握、来場可否の判断および必要な連絡のためのみ利用する。  

  ⑥本大会に参加した者のうち、大会後２週間以内に新型コロナウイルス感染症への

感染が判明した場合には、大会事務局に報告する。  

  ⑦大会会場内では、競技中の選手以外は必ずマスクを着用すること。（選手がアッ

プ中につき、息苦しさ等を感じる場合は、マスクを外すことを認めるが、試合ま

での待機等の場合は必ずマスクを着用すること。）  

  ⑧本大会中、大声での応援や指導は厳に慎むこと。  

  ⑨新たに県内での新型コロナウイルス感染症の発生が拡大するなど状況が変化した

場合は、大会開催を延期又は中止する場合があることを申し添える。  

13．問い合わせ先  上記 10に同じ。  


